
令和５年１０月定例会  教 育 長 報 告 

 

行        事        表 

９月２８日(木) 

１０月 ５日(木) 

１０月 ７日(土) 

 

１０月 ９日(月) 

〃    

１０月１０日(火) 

１０月１２日(木) 

１０月１３日(金) 

１０月１４日(土) 

１０月１５日(日) 

１０月１９日(木) 

１０月２５日(水) 

１０月２６日(木) 

１０月２７日(金) 

１０月２８日(土) 

１０月２９日(日) 

１０月３０日(月) 

１０月３１日(火) 

１１月 １日(水) 

１１月 ２日(木) 

１１月 ３日(金) 

１１月 ７日(火) 

１１月 ８日(水) 

１１月 ９日(木) 

１１月１０日(金) 

〃    

１１月１３日(月) 

 

 ＩＣＴ公開授業研究会（能代第一中学校） 

教育委員会学校訪問（能代第二中学校、能代南中学校） 

令和５年度働く婦人の家祭りオープニングセレモニー 

（能代市働く婦人の家） 

第４９回能代市民スポーツ大会総合開会式（能代市総合体育館） 

スポレクフェスタのしろ開会式（能代市総合体育館） 

令和５年度「登校時一声運動」（ＪＲ二ツ井駅） 

第２４回能代市少年防犯弁論大会（能代南中学校） 

教育委員会学校訪問（向能代小学校） 

第２９回きみまちの里フェスティバル（～１５日） 

第２９回きみまち二ツ井マラソン 

教育委員会学校訪問（第五小学校、能代東中学校） 

第６４回能代市植樹祭（鶴形地域拠点施設） 

教育委員会学校訪問（第四小学校、渟城南小学校） 

教育委員会学校訪問（東雲中学校） 

能代南中学校創立４０年記念式典、祝賀会（能代市文化会館 他） 

第４９回秋田県ＰＴＡ研究大会 能代山本大会（能代市文化会館） 

教育委員会定例会（本庁舎 会議室９・１０） 

市議会１０月臨時会（本庁舎 議場） 

教育委員会学校訪問（渟城西小学校） 

令和５年度能代市校長会第３回校長研修会（能代第一中学校） 

きみまちカンパニーフェスティバル（きみまち商店街） 

令和５年度県北地区教育長会議（北秋田地域振興局） 

第２回社会教育委員の会議（二ツ井庁舎 大会議室） 

令和５年度全県市町村教育委員会教育長会議、懇親会（県庁第二庁舎 他） 

教育委員会学校訪問（二ツ井中学校） 

文教民生委員会管内視察（文化財資料収蔵庫、二ツ井公民館 他） 

令和５年度能代山本市町教育委員会連合会委員研修会（藤里学園 他） 

 



１１月１４日(火) 

 

１１月１５日(水) 

〃    

 

１１月１６日(木) 

 

１１月１７日(金) 

〃    

 

 

令和５年度能代市教育委員会による校長面接 

（二ツ井町庁舎 ３階会議室１） 

教育委員会学校訪問（能代第一中学校） 

令和５年度能代市教育委員会による校長面接 

（二ツ井町庁舎 ３階会議室１） 

 令和５年度秋田県都市教育長協議会 教育長・関係課長会議 

（旧料亭 金勇） 

教育委員会定例会（本庁舎 会議室９・１０） 

能代市教育支援委員会（本庁舎 会議室９・１０） 

 

 



 

 

承認第７号 

 

臨時代理の承認について 

 

 能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教育

委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次のとおり臨時に代理したので、同

条第２項の規定により承認を求める。 

 

 

  令和５年１０月３０日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

１ 臨時に代理した理由 

  能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１８年能代市教

育委員会規則第５号）第３条第１項の規定により、次の案件について、緊急を要

し、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがなかったので、臨時に代理したもので

ある。 

 

２ 臨時代理の内容 

 能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則の一部を改正しよ

うとするものである。 

 

３ 臨時代理年月日 

  令和５年１０月１日 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



能代市教育委員会規則第８号 

 

能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

 

 

  令和５年１０月１日 

 

               能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

   能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則の一部を改正す 

る規則 

 能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則（平成１８年能代市

教育委員会規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

 様式第９号を次のように改める。 

 

t-yanagiya
テキストボックス
別紙



様式第9号(第9条関係)                                          

 

 サン・ウッド能代個人使用券(1回券) 

No.         

サン・ウッド能代個人使用券 控 

  No.        

サン・ウッド能代個人使用券 

体 育 室 

(一般・高校生) 

円    

％対象    円    

（内税    円）   

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 

 □ 午前 

 □ 午後 

 □ 夜間 

     体 育 室 

     (一般・高校生)      円 

％対象      円 

（内税      円） 

     本日一回限り有効 

 

 

  発行      年  月  日 

 

能 代 市 

登録番号T3000020052027 

          (この券をもって領収書といたします。) 

 

          発行     年  月  日 

 

能 代 市 

登録番号T3000020052027 

 

 

サン・ウッド能代個人使用券(回数券) 

(表紙) No.         

 

サン・ウッド能代 

 

個 人 使 用 券 

〔回数券〕体育室 

(一般・高校生) 

円      

％対象      円 

（内税      円） 

(11枚綴り) 切取り無効 

(この券をもって領収書といたします。) 

発行     年  月  日 

能 代 市 

登録番号T3000020052027 

(2枚目) 

(3枚目) 
サン・ウッド能代  No.     

〔回数券〕発行  年  月  日 

体 育 室 

(一般・高校生) 

円  

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 

サン・ウッド能代  No.     

〔回数券〕発行  年  月  日 

体 育 室 

(一般・高校生) 

円  

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 

サン・ウッド能代  No.     

〔回数券〕発行  年  月  日 

体 育 室 

(一般・高校生) 

円  

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 

サン・ウッド能代  No.     

〔回数券〕発行  年  月  日 
サン・ウッド能代  No.     

〔回数券〕発行  年  月  日 
体 育 室 

(一般・高校生) 

円  

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 体 育 室 

(一般・高校生) 

円  

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 
No.         

サン・ウッド能代 
個人使用券 控 

〔回数券〕  体 育 室 
(一般・高校生) 

円      
％対象    円（内税    円） 

(11枚綴り) 
発行     年  月  日 

登録番号T3000020052027 

サン・ウッド能代  No.     

〔回数券〕発行  年  月  日 

体 育 室 

(一般・高校生) 

円  

午前 □ 

午後 □ 

夜間 □ 

 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

 

 能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則  新旧対照表  

改正前  改正後  

 

 
 

 

 

t-yanagiya
テキストボックス
参考



議案第３６号 

 

   第３次能代市スポーツ推進計画策定委員会委員の委嘱について 

 

 第３次能代市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱第３条の規定に基づき、第３次

能代市スポーツ推進計画策定委員会委員を次のように委嘱する。 

 

 

  令和５年１０月３０日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

第３次能代市スポーツ推進計画策定委員会委員名簿 

                       任期 令和５年１０月３０日から 

計画策定の日まで 

氏   名 所 属 等 備 考 

青 山 正 夫 特定非営利活動法人 能代市スポーツ協会 新 任 

谷 内 直 毅 能代山本中学校体育連盟 新 任 

渡 部   剛  能代市校長会 新 任 

藤 田 卓 也  能代市スポーツ少年団本部 新 任 

工 藤 達 美  能代市スポーツ推進委員会 新 任 

小 林 詠 子  能代市健康推進員協議会 新 任 

藤 田 弘 子  特定非営利活動法人 スポカルきみまち 新 任 

 

提案理由 

 第３次能代市スポーツ推進計画策定にあたり、新たに委員を委嘱しようとするも 

のである。 


